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3【論点３】 放送コンテンツのインターネット配信の在り方

✓ 一部の放送事業者において進められている放送コンテンツのインターネット配信について、
今後、どのように推進していくべきか。

○デジタル時代における放送コンテンツのインターネット配信の位置付け・意義
○災害放送の同時配信
○ローカルコンテンツ、信頼性の高い情報等の配信
○配信プラットフォームの在り方、テレビチューナー非搭載機器の登場を踏まえた対応
○ローカル局によるインターネット配信の促進
○インターネット配信に係る人材育成支援
○視聴データの活用方策※

○テレビを保有していない者等を対象としたＮＨＫネット配信社会実証の評価

[例]

※ 視聴データの活用とプライバシー保護の両立を目指したルールの在り方については、「放送分野の視聴データ
の活用とプライバシー保護の在り方に関する検討会」において検討中。






